
第 ５ 回  糸 島 １ 市 ２ 町 合 併 協 議 会 

 

平成 20 年 4 月 10 日（木）13：30～ 

前原市人権センター３階大会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 会議録署名委員の指名 

    （          ）（          ）（          ） 

 

４ 協議事項 

（１）協定項目の調整について（第３回合併協議会資料） 

①協議第１１号 協定項目 ３「新市の名称」について 

 

 

②協議第１５号 協定項目１７「公共的団体等の取扱い」について 

 

 

③協議第１６号 協定項目１９「町・字名の取扱い」について 

 

 

④協議第１７号 協定項目２３「都市計画の取扱い」について 

 

 

（２）提案事項（第５回合併協議会資料） 

①協議第２０号 協定項目１３「特別職職員の身分の取扱い」について 

 

 

②協議第２１号 協定項目１５「国民健康保険事業の取扱い」について 

 

 

③協議第２２号 協定項目２５「保育所の取扱い」について 

 

 

④協議第２３号 協定項目２７「福祉制度の取扱い」について 

５ 報告事項 



（１）協定項目６「新市基本計画」作成の基本的な考え方について 

 

 

６ その他 

（１）糸島１市２町合併協議会の開催日程（予定）について 

・第１０回 平成２０年６月２０日（金）１３：３０～ 

・第１１回 平成２０年７月 １日（火）１３：３０～ 

・第１２回 平成２０年７月１０日（木）１３：３０～ 

・第１３回 平成２０年７月２５日（金）１３：３０～ 

 

 

７ 次回日程について 

日 時：平成２０年４月２３日（水）９：３０～ 

場 所：前原市人権センター３階大会議室 

 

 

８ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５回 糸島１市２町合併協議会 資料 

 

 

 

 

 

（平成20年 4月 10日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

糸島１市２町合併協議会 



協議第２０号 
 
 

協定項目１３「特別職職員の身分の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 副市長の定数は、１人とする。 
２ 各種審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり

方を検討したうえで設置する。 
３ 特別職職員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。 

 
  平成２０年４月１０日 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



【特別職の給料、報酬】（平成19年４月１日現在）
　
  市長　　　月額 　898,000円（15％減額：763,300円）
　副市長　　月額　 719,000円（12％減額：632,720円）
　教育長　　月額 　658,000円（10％減額：579,600円）
　議長　　　月額 　537,000円（７％減額：499,410円）
　副議長　　月額　 483,000円（７％減額：449,190円）
　委員長　　月額　 475,000円（７％減額：441,750円）
　議員　　　月額 　466,000円（７％減額：433,380円）
　＊（　）は、平成18年４月１日から平成21年３月31日までの間

【期末手当】
　市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員
　　６月　　100分の160
　  12月　　100分の175
・期末手当…給料・報酬月額及び給料・報酬月額に100分の25を
乗じて得た額の合計に、支給割合を乗じて得た額を支給する。

【政務調査費】
　・月額　27,500円（年額　330,000円）

【執行機関委員報酬】（平成19年４月１日現在）
　
　教育委員会　　　　　　 　委員長　 　　 月額    61,800円

　　　　　　　　　　　　 　委　員　　　　月額    52,600円
　
  農業委員会　　　　　　   会　　長　  　月額    61,800円
　　　　　　　　　　  　　 会長代理　  　月額    54,500円
　　　　　　　　　　　　　 委　　員　  　月額    52,600円
　
　監査委員　　　　　　　   知識経験者　　月額   110,000円
　　　　　　　　　　　　　 議　　　員　　月額    55,000円
　
　選挙管理委員会　 　 　   委員長　　　　月額    28,600円
　　　　　　　　    　　   委　員　　　　月額 　 24,000円
　
　固定資産評価審査委員会　 委員長　　　　日額  　 5,800円
　　　　　　　　　　　　   委　員　　　　日額   　5,400円
　
　公平委員会　　　　　　 　委員長　　　　日額  　 5,800円
　　　　　　　　　　 　　  委　員　　　　日額  　 5,400円

【特別職の給料・報酬】（平成19年４月１日現在）

　町長　　　月額　 710,000円
　副町長　　月額 　590,000円
　教育長　　月額　 550,000円
　議長　　　月額　 328,000円
　副議長　　月額　 281,000円
　委員長　　月額　 270,000円
　議員　　　月額　 263,000円

【期末手当】
　町長、副町長、教育長、議長、副議長、議員
　　６月　　100分の160
　  12月　　100分の175
・期末手当…給料・報酬月額及び給料・報酬月額に100分の15を
乗じて得た額の合計に、支給割合を乗じて得た額を支給する
・基準日前の離職の取扱い…基準日前1月以内に離職しても、期
末手当を支払う。

【政務調査費】
　・制度なし

【執行機関委員報酬】（平成19年４月１日現在）
　
 教育委員会　　　　　　　 委  員  長　　月額   32,500円
　　　　　　 　　  　　　 委員長代理　　月額   24,500円
　　　　　　 　　　　　　 委　    員　　月額   23,000円

 農業委員会       　　　  会  長      　月額   32,500円
　　　　　　　　　  　　　副会長　　    月額   24,500円
　　　　　　　　　  　　　委　員        月額   23,000円

 監査委員　　　   　　　  知識経験者　  日額    7,500円
　　　　　　　　　  　　　議　　　員　  日額    5,800円
 
 選挙管理委員会  　　　   委員長　　　  日額    5,500円
　　　　　　　　　  　　　委　員　　  　日額    4,300円

 固定資産評価審査委員会　 委員長  　　　日額    4,100円
                          委  員 　　　 日額    3,900円

 公平委員会     　　　　　委員長        日額    4,100円
　                  　　　委　員        日額    3,900円

【特別職の給料、報酬】（平成19年４月１日現在）
　
  町長　　　月額 　715,000円
　副町長　  月額　 594,000円
　教育長　　月額　 556,000円
　議長　　　月額 　328,000円
　副議長　　月額　 281,000円
　委員長    月額　 270,000円
  議員　　　月額　 263,000円

【期末手当】
　町長、副町長、教育長、議長、副議長、議員
　　６月　　100分の160
 　 12月　　100分の175
・期末手当…給料・報酬月額及び給料・報酬月額に100分の15を
乗じて得た額の合計に、支給割合を乗じて得た額を支給する。

【政務調査費】
　・制度なし

【執行機関委員報酬】（平成19年４月１日現在）
　
 教育委員会　　　         委員長　　　　年額  421,000円

 　　　　　　　　　  　 　委　員　　 　 年額  297,000円

 農業委員会        　　   会 　 長 　　 年額  421,000円
　　　　　　　　 　　　　 会長代理　  　年額  318,000円
 　　　　　　　　　  　　 委　　員      年額  297,000円

 監査委員　　　　　　　   知識経験者  　日額　  7,500円
 　　　　　　　　  　　　 議　　　員　  日額　  5,800円
 
 選挙管理委員会 　  　 　 委員長　　　　日額    5,700円
　　　　　　　　　   　　 委　員　　 　 日額    4,500円

 固定資産評価審査委員会   委員長　　　  日額    4,300円
                          委　員　　　　日額    4,100円

 公平委員会     　　 　 　委員長    　  日額    4,300円
 　                  　 　委  員    　  日額    4,100円

　副市長の定数は、１人とする。

　各種審議会等の附属機関については、
新市において当該附属機関のあり方を検
討したうえで設置する。

　特別職職員の報酬については、前原市
の報酬を基準に調整を行う。ただし、行
政区長（駐在員）は、平等割を重視した
調整を行う。

調整内容
１　副市長の定数は、１人とする。
２　各種審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討したうえで設置する。
３　特別職職員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

二　丈　町 志　摩　町

第 13 号 総務課　三角　孝志 総務課　谷口　俊弘 企画課　扇　清人

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案　
協定項目

特別職職員の身分の取扱い
専門部会
（分科会）

行財政
（人事）

分科会長・担当者
前原市　三角　孝志

前　原　市



調整内容
１　副市長の定数は、１人とする。
２　各種審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討したうえで設置する。
３　特別職職員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

二　丈　町 志　摩　町

第 13 号 総務課　三角　孝志 総務課　谷口　俊弘 企画課　扇　清人

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案　
協定項目

特別職職員の身分の取扱い
専門部会
（分科会）

行財政
（人事）

分科会長・担当者
前原市　三角　孝志

前　原　市

【その他非常勤の特別職】

行政区長　　　平等割（月額）　　40,420円
 （85人）　 　世帯割（月額）　     136円
 　任期　　      各行政区の区長の任期
　　　　　　   　ただし、再任を妨げない。
 　組織の内訳
 　　　　　　　会長　　　　　 １人
 　　　　　　　副会長　　　　 １人
 　　　　　　　校区代表者　   ９人（会長及び副会長含む。）
 　　　　　　　行政区長　 　  76人
 　　　　　　　合計　　　　　 85人
 
　会議内訳
 　　　　　　 行政区長会議　　 　　　　 年２回
 　　　　　   行政区長校区代表者会議　　年４回

その他附属機関等の委員
　　            委員長　　 日額  4,900円
　　            委　員　　 日額  4,700円

予防接種健康被害調査委員会委員  日額　12,700円
体育指導委員　　                年額　70,900円

　

消防委員会　　　  　委員　 年額  22,200円
　
　

介護認定審査会　　　　会長　　日額  13,000円
　　　　　　　　　　　委員　　日額  10,900円
　　　（合議体）　　　長　　　日額  13,000円
　　　　　　　　　　　委員　　日額  10,900円

障害者介護給付費認定審査会　　会長　　日額  13,000円
　　　　　　　　　　　　　　　委員　　日額  10,900円
　　　（合議体）　　　　　　　長　　　日額  13,000円
　　　　　　　　　　　　　　　委員 　 日額  10,900円

［選挙に従事する者］
１回につき
  投票所の投票管理者　　　　　　12,700円
  期日前投票所の投票管理者　　　11,200円
  開票管理者　　　　　　　　　　10,700円
　選挙長　　　　　　　　　　　　10,700円
  投票所の投票立会人　　　　　　10,800円
　期日前投票所の投票立会人　 　　9,600円
  開票立会人                     8,900円
  選挙立会人                     8,900円

【その他非常勤の特別職】

駐在員　　    平等割（年額）　　242,000円
 （35人）     世帯割（年額） 　   3,400円
 　任期　　     ２年
　　　　　　　  ただし、再任を妨げない。
 　組織の内訳
 　　　　　　　会長　　　　　１人
 　　　　　　　副会長　　　　１人
 　　　　　　　理事　        ３人
 　　　　　　　会計　        １人
 　　　　　　　駐在員        29人
　　　　　　　 合計　　　　  35人
　 会議内訳
 　　　　　　駐在員会議　　 年４回
 　　　　  　役員会議 　    必要に応じて開催

その他附属機関等の委員
　　            委員長　　 日額  4,100円
　　            委　員　　 日額  3,900円
防災会議、国民保護協議会、民生委員推薦会、地域農政推進員、
奨学金運営委員会、青少年問題協議会は委員のみで、委員長の
日額報酬の規定なし

予防接種健康被害調査委員会委員  日額　13,200円
体育指導委員　　　　　　　　　　日額　 3,900円

校区同和教育指導員　 　月額　21,000円
青少年育成指導員　　 　月額  21,000円

消防委員会　　　会長   日額   4,100円
　　　　　　　　委員　 日額   3,900円

障害者介護給付費認定審査会　　会長  　日額　13,000円
                              委員    日額　10,900円

［選挙に従事する者］
１回につき
　投票管理者　　                12,600円
　開票管理者　　                10,600円
　選挙長　　 　               　10,600円
　投票立会人　                　10,700円
　開票立会人　                   8,800円
　選挙立会人　                   8,800円
　期日前投票所の投票管理者      11,100円
　期日前投票所の投票立会人     　9,500円

【その他非常勤の特別職】

駐在員   　   平等割（年額）　　300,000円
 （43人）　   世帯割（年額）　 　 2,000円
 　任期　　     ２年
　　　　　　  ただし、再任を妨げない。
 　組織の内訳
 　　　　　　　会長　　　　　１人（地区代表兼務）
 　　　　　　　副会長　　　　１人（地区代表兼務）
 　　　　　　　地区代表　　  ３人
 　　　　　　　駐在員　    　38人
 　　　　　　　合計　　      43人
 
　会議内訳
 　　　　　  駐在員会議　　  　　　 年５回
 　　　　    代表駐在員会議 　　　　年３回

その他附属機関等の委員
                委員長　　 日額  3,500円
　　            委　員　　 日額  3,500円

予防接種健康被害調査委員会　　会長　日額　13,000円
　　　　　　　　　　　　　　  委員  日額　10,900円

体育指導委員　　　　　　　　     　 日額   3,500円

消防委員会　　　 会長　　日額　3,500円
　　　　　　　　 委員　　日額　3,500円

障害者介護給付費等認定審査会　会長  　日額　13,000円
　　　　　　　　　　　　　　　委員    日額　10,900円

［選挙に従事する者］
１回につき
  投票所の投票管理者　　　　　　12,700円
  期日前投票所の投票管理者　　　11,200円
  開票管理者　　　　　　　　　　10,700円
  選挙長　　　　　　　　　　　　10,700円
  投票所の投票立会人　　　　　　10,800円
　期日前投票所の投票立会人　 　　9,600円
  開票立会人                     8,900円
  選挙立会人                     8,900円

　副市長の定数は、１人とする。

　各種審議会等の附属機関については、
新市において当該附属機関のあり方を検
討したうえで設置する。

　特別職職員の報酬については、前原市
の報酬を基準に調整を行う。ただし、行
政区長（駐在員）は、平等割を重視した
調整を行う。



動力ポンプ班長　　年額　　　112,000円

動力ポンプ班員　　年額　　　 93,000円

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
行財政
（人事）

[費用弁償]

分団長　　　　　　年額　　　 206,000円

副分団長　　　　　年額　　 　111,000円

前　原　市

総務課　三角　孝志

１　副市長の定数は、１人とする。
２　各種審議会等の附属機関については、新市において当該附属機関のあり方を検討したうえで設置する。
３　特別職職員の報酬については、前原市の報酬を基準に調整を行う。

　特別職職員の身分の取扱い（消防団）
専門部会
（分科会）

志　摩　町

総務課　谷口　俊弘 企画課　扇　清人

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

調整内容

協定項目

第 13 号

分科会長・担当者
前原市　三角　孝

志

二　丈　町

班長　　　　　　　年額　 　　 68,000円

自動車班長　　　　年額　　 　111,000円

部長　　　　　　　年額　　 　96,000円　部長

団長　　　　　　　年額　　　318,000円

自動車運転手　　  年額　　 　134,000円

自動車乗員　　　　年額　 　　 94,000円

団員　　　　　　　年額 　     33,000円

自動車副運転手　　年額 　  　109,000円

副団長　　　　　　　年額　　　　221,300円

分団長　　　　　　　年額　　　　213,300円

副分団長　　　　　　年額　　　　116,800円

班長　　　　　　　　年額　　　　 69,500円

訓練　　　　　　　　  　　　 　1,000円

毎年５月、10月及び２月に支給

[費用弁償]

水害、火災その他の災害出動  　 3,000円

自動車運転手　　　　年額　　　　138,000円

部長

自動車乗員　　　　　年額　　　 　99,500円

団員　　　　　　　　年額　　　　 35,500円

自動車班長　　　　　年額　　　　116,800円

毎年８月及び12月に支給

[費用弁償]

水、火災出勤　　　　　　　　　　　2,100円

訓練　　　　　　　　　　　　　　　2,100円

毎年５月及び11月に支給

訓練　　　　      　　   　 　1,000円

水、火災出勤　　       　   　1,000円

班長　　　　　　　年額　　 　68,000円

自動車班長　　　　年額　　　112,000円

自動車運転手　　　年額　　　135,000円

自動車乗員　　　　年額　　 　95,000円

団員　　　　　　　年額　　 　33,000円

自動車副運転手　　年額　　　110,000円

　前原市の報酬を基準に調整を行う。［報酬］　（平成19年４月１日現在） ［報酬］　（平成19年４月１日現在） ［報酬］　（平成19年４月１日現在）

団長　　　　　　　　年額　　　　317,900円

副分団長　　　　　年額　　　112,000円

団長　　　　　　　年額　　 　318,000円

副団長　　　　　　年額　　 　214,000円 副団長　　　　　　年額　　　217,000円

分団長　　　　　　年額　　　207,000円



協議第２１号 
 
 

協定項目１５「国民健康保険事業の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 賦課形態は、保険税とする。 

２ 賦課方式は、所得割、均等割、平等割の３方式とする。（介護分について

は、所得割、均等割の２方式とする。） 

なお、保険税率については、医療費の推移により新市において定める。 

３ 納期は、６月から翌年の３月までの 10 期とする。 

４ 合併年度の残存期間の賦課は、合併前の各市町の国民健康保険税条例の

例による。 

５ 合併する日の属する年度以前の遡及賦課については、従前の市町の税率

を適用する。 
 
  平成２０年４月１０日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



【概要】
●国保加入者がいる世帯の世帯主（基本的に住民基
本台帳上の世帯主、特別に届出があり許可した者に
限り国保上の世帯主を設定する。）に対し課税す
る。
●賦課期日 ４月１日
●６月１日時点の加入状況により、加入全世帯に対
し本算定を行い、その後の異動（出生・死亡・転
入・転出・社保加入・社保喪失 等）については、
毎月の月例処理において更正（決定）を行う。
【課税方法】
●医療分及び介護分（40歳以上64歳以下の方が対
象）、支援金分により課税
　医療分は、所得割・均等割・平等割の合計により
課税
　支援金分は、所得割・均等割・平等割の合計によ
り課税
　介護分は、対象者（40歳以上64歳以下）の所得
割・均等割の合計により課税
　※所得割・均等割・平等割の詳細については、条
例参照
【税率】
●医療分
　所得割   7.70％
　均等割  １人当たり　　23,000円
　平等割  １世帯当たり　20,100円

●介護分
　所得割   1.55％
　均等割  １人当たり   　8,400円
●支援金分
　所得割   2.00％
　均等割  １人当たり  　 5,400円
　平等割  １世帯当たり　 5,400円

【納期】
　第 １ 期  ６月末日　　第 ６ 期  11月末日
　第 ２ 期  ７月末日　　第 ７ 期  12月末日
　第 ３ 期  ８月末日　　第 ８ 期  １月末日
　第 ４ 期  ９月末日　　第 ９ 期  ２月末日
　第 ５ 期  10月末日　  第 10 期  ３月末日
　※末日が土・日・祝日の場合は、その翌日

【給付等】
●条例で定める保険給付
　出産育児一時金　　　　350,000円
　葬祭費　　　　　　  　 40,000円

【概要】同　左

　

【課税方法】
●医療分及び介護分(40歳以上64歳以下の方が対
象)、支援金分により課税
　医療分は、所得割・資産割・均等割・平等割の合
計により課税
　支援金分は、所得割・均等割・平等割の合計によ
り課税
　介護分は、対象者（40歳以上64歳以下）の所得
割・均等割の合計により課税
※所得割・資産割・均等割・平等割の詳細について
は、条例参照
【税率】
●医療分
　所得割    5.50％
　資産割   30.00％
　均等割  １人当たり　　20,900円
　平等割  １世帯当たり　20,900円
●介護分
　所得割 　 1.60％
　均等割  １人当たり　　10,000円
●支援金分
　所得割    2.40％
　均等割  １人当たり　　 6,800円
　平等割  １世帯当たり　 6,800円

【納期】
　第 １ 期  ６月末日　　第 ６ 期  11月末日
　第 ２ 期  ７月末日　　第 ７ 期  12月末日
　第 ３ 期  ８月末日　　第 ８ 期  １月末日
　第 ４ 期  ９月末日　　第 ９ 期  ２月末日
　第 ５ 期  10月末日　　第 10 期  ３月末日
　※末日が土・日・祝日の場合は、その翌日

【給付等】同　左

【概要】同　左

【課税方法】
●医療分及び介護分（40歳以上64歳以下の方が対
象）、支援金分により課税
　医療分は、所得割・資産割・均等割・平等割の合計
により課税
　支援金分は、所得割・資産割・均等割・平等割の合
計により課税
　介護分は、対象者（40歳以上64歳以下）の所得割・
均等割の合計により課税
※所得割・資産割・均等割・平等割の詳細について
は、条例参照
【税率】
●医療分
　所得割    7.40％
　資産割   20.00％
　均等割  １人当たり　　24,200円
　平等割  １世帯当たり　22,500円
●介護分
　所得割　  1.10％
　均等割　１人当たり　　10,600円
●支援金分
　所得割    2.10％
　資産割   10.00％
　均等割  １人当たり　　 5,300円
　平等割  １世帯当たり　 6,000円
【納期】
　第 １ 期  ６月末日　　第 ６ 期  11月末日
　第 ２ 期  ７月末日　　第 ７ 期  12月末日
　第 ３ 期  ８月末日　　第 ８ 期  １月末日
　第 ４ 期  ９月末日　　第 ９ 期  ２月末日
　第 ５ 期  10月末日　　第 10 期  ３月末日
　                      随 １ 期　４月末日
　※末日が土・日・祝日の場合は、その翌日
【給付等】同　左

①賦課形態は、保険税とする。
②賦課方式は、所得割、均等割、平等割の３方式とす
る。（介護分については、所得割、均等割の２方式とす
る。）
　なお、保険税率については、医療費の推移により新市
において定める。
＜平成20年度保険税総額（約27億円）とした場合＞
　新市税率（試算）
　●医療分  　所得割   8.30％
　　　　　　　均等割　１人当たり 　 24,800円
　　　　　　　平等割  １世帯当たり　21,600円
　●介護分　　所得割   1.67％
　　　　　　　均等割　１人当たり　　 9,000円
　●支援金分　所得割   2.15％
　　　　　　　均等割　１人当たり　　 5,800円
 　           平等割  １世帯当たり　 5,800円
③納期は、６月から翌年の３月までの10期とする。
④合併年度の残存期間の賦課は、合併前の各市町の国民
健康保険税条例の例による。
⑤合併する日の属する年度以前の遡及賦課については、
従前の市町の税率を適用する。

＊後期高齢者医療事業については、福岡県後期高齢者医
療広域連合が保険者となり運営を行うことから調整内容
は特にない。
　【後期高齢者医療事業の概要】
●後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費が増大するな
かで、高齢者の医療制度を安定的に支えるために、現役
世代と高齢者世代が負担能力に応じて公平に負担し、高
齢者の心身の特性や生活実態を踏まえた新しい医療制度
として創設された。
　【運営主体】
●福岡県後期高齢者医療広域連合
　【対象者】
●被保険者は、75歳以上（一定の障害がある場合は65歳
以上）の者
　【経費負担】
●市町村費（広域連合負担金）
　【保険料】
●広域連合の条例で定める。

○市町村において行う事務
　窓口業務等
 　　保険料の徴収、保険証の引渡し
　　 申請書や届け書の受付

調整内容

１　賦課形態は、保険税とする。
２　賦課方式は、所得割、均等割、平等割の３方式とする。（介護分については、所得割、均等割の２方式とする。）
　　なお、保険税率については、医療費の推移により新市において定める。
３　納期は、６月から翌年の３月までの10期とする。
４　合併年度の残存期間の賦課は、合併前の各市町の国民健康保険税条例の例による。
５　合併する日の属する年度以前の遡及賦課については、従前の市町の税率を適用する。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第15号 保険年金課　　瀬戸　武 住民課　　大庭　武己 住民課　　久保　秀明

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

国民健康保険事業の取扱い
専門部会
（分科会）

健康福祉
（国保健康）

分科会長・担当者
志摩町　久保　秀明



協議第２２号 
 
 

協定項目２５「保育所の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 公立保育所は、運営方法も含めて新市に引き継ぐ。 
保育時間（基本）は、前原市及び志摩町の例による。 
開所時間は、各園の独自性を尊重する。施設整備補助は、国の制度によ

る。 
２ 保育料は、体系・金額・減免の取扱いとも、二丈町の例による。ただし、

３歳以上児が３人以上同時入所した場合の減免の取扱いは、前原市の例に

よる。 
また、合併年度の残存期間の保育料については、従前の市町の取扱いの

とおりとする。 
３ 延長保育及び一時保育の保育時間、料金体系、金額は、前原市の例によ

る。 
 
  平成２０年４月１０日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



協定項目

第25号

前　原　市

子ども課　　瀬戸　澄男
　保育所の取扱い（保育所・保育事業）

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　松永　伸英

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
健康福祉
（福祉）

　公立保育所は、運営方法も含めて新市に
引き継ぐ。保育時間（基本）は、前原市及
び志摩町の例による。開所時間は、各園の
独自性を尊重する。施設整備補助は、国の
制度による。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

【保育所数】
　公立保育所　　２園　　（定員）  210名
　私立保育所　　９園　　（定員）1,510名
　　　　　計　　11園　　　　　　1,720名

【保育時間】（基本）
  平日・土曜　８時間(8:30から16:30まで)
 
 
【開所時間】
　開所時間については、延長保育時間に違いがあり、各園によっ
て異なる。
  平日（開所時間7:00から最長20:00まで）
  土曜（開所時間7:00から最長20:00まで）
　
【施設整備補助】
　国の制度による。

【保育所数】
  公立保育所　　１園　　（定員）　　 90名
 　（平成20年４月から指定管理者委託）
　私立保育所　　２園　　（定員）　　150名
　　　    計　  ３園　　　　 　　 　240名
 
【保育時間】（基本）
  平日　８時間 (8:30から16:30まで)
  土曜  ４時間 (8:30から12:30まで)

【開所時間】
　平日（開所時間7:00から最長19:00まで）
　土曜（開所時間7:00から最長17:00まで）

【施設整備補助】
　同　左

調整内容

【保育所数】
　私立保育所　　５園　　（定員）計330名
　　　    計　　５園　　　　　　　330名

【保育時間】（基本）
　平日・土曜　８時間 (8:30から16:30まで）

【開所時間】
　平日（開所時間7:00から最長20:00まで）
　土曜（開所時間7:00から最長19:00まで）

【施設整備補助】
　同　左

志　摩　町

健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　西　重兼

１　公立保育所は、運営方法も含めて新市に引き継ぐ。
    保育時間（基本）は、前原市及び志摩町の例による。
    開所時間は、各園の独自性を尊重する。施設整備補助は、国の制度による。
２　保育料は、体系・金額・減免の取扱いとも、二丈町の例による。ただし、３歳以上児が３人以上同時入所した場合の減免の取扱いは、前原市の例による。
　　また、合併年度の残存期間の保育料については、従前の市町の取扱いのとおりとする。
３　延長保育及び一時保育の保育時間、料金体系、金額は、前原市の例による。

二　丈　町



階層
区分

定義 階層区分 定義
３歳未満
児の場合

３歳児の
場合

４歳以上
児の場合

３歳未満
児の場合

３歳児の
場合

４歳以上
児の場合

定義
３歳未満
児の場合

３歳児の
場合

４歳以上
児の場合

9,000 9,000 8,000 5,000 4,000 9,000

6,000 (4,500) (4,000) (2,500) (2,000) (4,500)

[0] [0] [500] [400] [900]

19,500 19,500 16,500 15,000 18,000 15,000 14,000 19,500

16,500 (9,750) (8,250) (7,500) (9,000) (7,500) (7,000) (9,750)

[0] [0] [0] [0] [1,500] [1,400] [1,950]

24,000 21,000 20,000 23,000 21,000 20,000

(12,000) (10,500) (10,000) (11,500) (10,500) (10,000)

[0] [0] [0] [0] [2,100] [2,000]

30,000 28,000 27,000 24,000 23,000 30,000

27,000 (14,000) (13,500) (12,000) (11,500) (15,000)

[0] [0] [2,400] [2,300] [3,000]

30,000 27,000 26,000 29,000 26,000 25,000

(15,000) (13,500) (13,000) (14,500) (13,000) (12,500)

[0] [0] [0] [0] [2,600] [2,500]

40,000 32,000 29,000 39,000 31,000 27,000

44,500 (20,000) (16,000) (14,500) (19,500) (15,500) (13,500) 44,500 37,000 30,800

41,500 [0] [0] [0] [0] [3,100] [2,700] (22,250) (18,500) (15,400)

44,500 33,000 30,000 43,000 32,000 28,000 [4,450] [3,700] [3,080]

(22,250) (16,500) (15,000) (21,500) (16,000) (14,000)

[0] [0] [0] [0] [3,200] [2,800]

55,000 35,000 32,000 54,000 33,000 29,000

61,000 (27,500) (17,500) (16,000) (27,000) (16,500) (14,500) 58,000 37,000 30,800

58,000 [0] [0] [0] [0] [3,300] [2,900] (29,000) (18,500) (15,400)

57,000 35,000 32,000 56,000 34,000 30,000 [5,800] [3,700] [3,080]

(28,500) (17,500) (16,000) (28,000) (17,000) (15,000)

[0] [0] [0] [0] [3,400] [3,000]

80,000 59,000 35,000 32,000 58,000 35,000 30,000 65,000 37,000 30,800

77,000 (29,500) (17,500) (16,000) (29,000) (17,500) (15,000) (32,500) (18,500) (15,400)

[0] [0] [0] [0] [3,500] [3,000] [6,500] [3,700] [3,080]

※国徴収金欄の上段：３歳未満児　下段：３歳以上児

※児童が２人以上入所した場合、年齢の高い順に上段、中段、下段の額を適用

※二丈町においては、３歳未満入所児の家族に児童手当法第３条第１項に規定する児童が他に２人以上いる場合は、当該下段の額を適用

第７ 7 459,000円以上 459,000円以上

第６

6A
180,000円以上
268,000円未満

180,000円以上
459,000円未満

6B
268,000円以上
459,000円未満

[0] [2,700]

72,000円未満

第５

5A
72,000円以上
122,000円未満

72,000円以上
180,000円未満

5B
122,000円以上
180,000円未満

市町村民税
課税世帯

16,500

(8,250)

[1,650]

25,000

4C
21,000円以上
72,000円未満

27,000

(12,500) (13,500)第４

第１階層を除き、前
年分の所得税課税世
帯であってその所得
税の額の区分が次の
区分に該当する世帯

4A 9,000円未満

4B
9,000円以上
21,000円未満

6,000
市町村民税
非課税世帯

6,000

(3,000) (3,000)

[0] [600]

市町村民税
非課税世帯

第３ 3
市町村民税
課税世帯

（単給世帯を含む）

第２ 第１階層及び第４～
第７階層を除き、前
年度分の市町村民税
の額の区分が次の区
分に該当する世帯

2

志　摩　町　の　現　状 調整の具体的内容

　保育料は、体系・金額・減免の取扱いとも、
二丈町の例による。ただし、３歳以上児が３人
以上同時入所した場合の減免の取扱いは、前原
市の例による。
　また、合併年度の残存期間の保育料について
は、従前の市町の取扱いのとおりとする。

第１
生活保護法による被保護世帯

0 1 0 0 0

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
分科会長・担当者
前原市　松永　伸英

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

調整内容

第25号 子ども課　　瀬戸　澄男 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　西　重兼

協定項目
　保育所の取扱い（保育料）

専門部会
（分科会）

健康福祉
（福祉）

前　原　市　の　現　状 二　丈　町　の　現　状

１　公立保育所は、運営方法も含めて新市に引き継ぐ。
    保育時間（基本）は、前原市及び志摩町の例による。
    開所時間は、各園の独自性を尊重する。施設整備補助は、国の制度による。
２　保育料は、体系・金額・減免の取扱いとも、二丈町の例による。ただし、３歳以上児が３人以上同時入所した場合の減免の取扱いは、前原市の例による。
　　また、合併年度の残存期間の保育料については、従前の市町の取扱いのとおりとする。
３　延長保育及び一時保育の保育時間、料金体系、金額は、前原市の例による。

入所児童の属する世帯の階層区分

（国徴収金）

入所児童の属する世帯の階層区分



【概要】
　通常の保育時間を延長して児童を保育する。
　(1)11時間の開所時間
　(2)11時間の開所時間の前後に、さらに延長保育を実施。
　恒常的な延長保育（月額）と単発的なもの（日額）とに区別す
る。

【利用料】
　延長保育料は通常の保育料とは別に保育所で徴収する。
　１　１時間延長（月額）
　　　　　　１人の場合　　　 ２人の場合　　　　３人の場合
　　１階層　　     0円   　　　　  0円  　　　　　   0円
　　２階層　　 1,000円         2,000円           3,000円
 　 ３階層以上 2,800円         5,000円           7,000円
　（単発的な延長保育）
　　当日のみ 　　300円　　　　   600円　　　 　　　900円
　（日額）

　２　１時間延長
　　　　  　１人の場合　　　 ２人の場合　　　　３人の場合
　　１階層　　     0円   　　　　  0円  　　　　 　  0円
　　２階層　　 1,500円         3,000円           4,500円
  　３階層以上 4,000円         6,500円           8,500円
　（単発的な延長保育）
　　当日のみ　 　500円　　　　 1,000円　　　　 　1,500円
　（日額）

【経費負担】
　国　　　　　1/2
　市　　　　　1/2

【概要】
　

　同　左

【利用料】
　延長保育料は通常の保育料とは別に保育所で徴収する。
　１　恒常的な延長保育(月額)
　　　　　　１人の場合　　　  ２人の場合　　　　３人の場合
　　１階層　　     0円  　　　　　  0円  　　　　　   0円
　　２階層以上 3,000円          5,000円           7,000円
　

　２　単発的な延長保育
　　１人　　30分以内　200円　　　１時間以内　300円

【経費負担】
　国　　　　　1/2
　町　　　　　1/2

【概要】
　
　
　同　左
　

【利用料】
　延長保育料は通常の保育料とは別に保育所で徴収する。
　１　恒常的な延長保育(月額）
  　　　　　１人の場合　　　　 ２人の場合　　　３人の場合
　　１階層　　     0円   　　　　    0円  　　　　　  0円
　　２階層　　 1,000円           2,000円          3,000円
 　 ３階層以上 2,800円           5,000円          7,000円

　２　単発的な延長保育
　　１人　　300円/時間

【経費負担】
　同　左

【利用料】
　延長保育の保育時間、料金体系・金額に
ついては、前原市の例による。

調整内容

１　公立保育所は、運営方法も含めて新市に引き継ぐ。
    保育時間（基本）は、前原市及び志摩町の例による。
    開所時間は、各園の独自性を尊重する。施設整備補助は、国の制度による。
２　保育料は、体系・金額・減免の取扱いとも、二丈町の例による。ただし、３歳以上児が３人以上同時入所した場合の減免の取扱いは、前原市の例による。
　　また、合併年度の残存期間の保育料については、従前の市町の取扱いのとおりとする。
３　延長保育及び一時保育の保育時間、料金体系、金額は、前原市の例による。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第25号 子ども課　　瀬戸　澄男 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　西　重兼

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

　保育所の取扱い（延長保育）
専門部会
（分科会）

健康福祉
（福祉）

分科会長・担当者
前原市　松永　伸英


